
 

函館市介護認定審査会運営要綱  

 （趣旨）  

第１条  この要綱は，介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」 

 という。）第１４条および函館市介護保険条例（平成１２年函館市条  

 例２１号。以下「条例」という。）ならびに函館市介護保険規則（平  

 成１２年函館市規則第５０号）に基づき，函館市介護認定審査会（以  

 下「審査会」という。）の運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （審査会）  

第２条  審査会は，要介護者等の保健，医療または福祉に関する学識経  

験を有し，広い視点に立って要介護者等の心身の状態および生活機能  

低下の有無を判断できる医師，歯科医師，薬剤師，理学療法士，作業

療法士，保健師，看護師，社会福祉施設および介護老人保健施設の施

設長等，訪問介護員，医療ソーシャルワーカー，デイサービスセンタ

ー，歯科衛生士，鍼灸マッサージ師関係者の職にある者のうちから，

市長が審査会の委員（以下「委員」という。）に任命した者をもって

構成する。  

 （委員）  

第３条  委員の定数は，１１５人以内とする。  

２  委員の任期は，２年とする。ただし，補欠の委員の任期は前任者の  

 残任期間とする。  

３  委員は，要介護認定調査に認定調査員として従事することができな  

 い。ただし，他に適当な者がいない等の理由でやむを得ず委員が認定  

 調査に従事せざるを得ない場合はこの限りでない。  

４  委員は，審査会に出席するときは市が交付する別記様式の身分を示  

 す証明書を携帯し，必要がある場合には，これを提示しなければなら  

 ない。  

 （会長および副会長）  

第４条  審査会に会長１人および副会長１人を置く。  

２  会長は，委員の互選により定める。  

３  副会長は，会長が指名する委員をもって充てる。  



 

４  会長は，会務を総理し，審査会を代表する。  

５  副会長は，会長を補佐し，会長に事故があるときは，その職務を代  

 理する。  

 （会議）  

第５条  審査会は，会長が招集する。  

２  審査会は，会長および過半数の委員の出席がなければ，これを開き， 

 議決をすることができない。  

３  審査会の議事は，出席した委員の過半数をもって決し，可否同数の  

 ときは，会長の決するところによる。  

 （合議体）  

第６条  審査会は，委員のうちから会長が指名する者５人以内をもって  

 構成する合議体（以下「合議体」という。）で，審査および判定の案  

 件を取り扱う。  

２  審査会に設置する合議体の数は，２３以内とする。  

３  合議体に長を１人置き，当該合議体を構成する委員の互選によって  

 これを定める。  

４  合議体の長に事故があるときは，あらかじめその指名する委員が，  

 その職務を代理する。  

５  合議体は，これを構成する委員の過半数の出席がなければ，会議を  

 開き議決することができない。  

６  合議体の議事は，出席した委員の過半数をもって決し，可否同数の  

 ときは，長の決するところによる。  

７  審査会において別段の定めをした場合を除き，合議体の議決をもっ  

 て審査会の議決とする。  

８  合議体は，原則非公開とする。  

 （審査および判定）  

第７条  審査会は，市の求めに応じて，要介護認定または要支援認定を  

 受けようとする被保険者からの申請について，認定調査の結果および  

主治医意見書の内容に基づき，厚生労働省老健局通知（「介護認定審

査会の運営について」）に規定する方法および手順により審査および



 

判定を行い，その結果を市に通知する。  

（審査会の簡素化）  

第８条  次の各号に掲げる全ての条件を満たす場合は，「第７条  審査  

および判定」の規定によらず，審査会を簡素化して実施することがで  

 きる。  

（１）審査対象者が，介護保険法第７条第３項第１号または同条第４項  

第１号に定める者であること  

（２）介護保険法第２８条に定める要介護更新申請または第３３条に定  

める要支援更新申請であること  

（３）一次判定（「一次判定の修正・確定」を行う前のもの。以下同じ。） 

  における要介護度が，前回認定結果の要介護度と同一であること  

（４）現在の認定有効期間が 12 か月以上であること  

（５）一次判定における要介護度が「要支援２」または「要介護１」で  

  ある場合，状態の安定性判定ロジックの判定結果が「不安定」でな  

いこと  

（６）一次判定における要介護認定等基準時間が，次のいずれにも含ま  

れないこと  

 ・２９分以上３２分未満  

 ・４７分以上５０分未満  

 ・６７分以上７０分未満  

 ・８７分以上９０分未満  

 ・１０７分以上１１０分未満  

（守秘義務）  

第９条  委員または委員であった者は，正当な理由なしに，職務上知り  

 得た個人に関する情報を漏らしてはならない。  

２  委員は，審査会終了後，審査および判定に使用した資料を持ち帰る  

 ことはできない。  

 （議事録の作成）  

第 10 条  審査会は，審査した事項について議事録を作成する。  

 （事務局）  



 

第 11 条  審査会の事務局は，函館市保健福祉部介護保険課に置く。  

２  事務局は，審査および判定に使用した資料ならびに議事録を保管す  

 る。  

 （補則）  

第 12 条  この要綱のほか，審査会の運営に必要な事項は，会長が定める。 

   附  則  

 この要綱は，平成１１年１０月１日から施行する。  

   附  則  

  この要綱は，平成１２年４月１日から施行する。  

       附  則  

 この要綱は，平成１３年４月１日から施行する。  

   附  則  

  この要綱は，平成１４年４月１日から施行する。  

       附  則  

  この要綱は，平成１５年４月１日から施行する。  

   附  則  

 この要綱は，平成１６年４月１日から施行する。  

   附  則  

 この要綱は，平成１６年１２月１日から施行する。  

   附  則  

 この要綱は，平成１７年４月１日から施行する。  

   附  則  

 この要綱は，平成１８年４月１日から施行する。  

   附  則  

 この要綱は，平成１９年４月１日から施行する。  

   附  則  

 この要綱は，平成２０年１月１日から施行する。  

   附  則  

 この要綱は，平成２０年４月１日から施行する。  

   附  則  



 

 この要綱は，平成２１年４月１日から施行する。  

   附  則  

 この要綱は，平成２３年４月１日から施行する。  

   附  則  

 この要綱は，平成２４年４月１日から施行する。  

   附  則  

 この要綱は，平成２５年４月１日から施行する。  

附  則  

 この要綱は，平成２９年３月１日から施行する。  

   附  則  

 この要綱は，平成３１年４月１日から施行する。  

附  則  

 この要綱は，令和５年４月１日から施行する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別記様式（第３条関係）  

 

（表）  

 

 

函館市介護認定審査会委員証  

 

 委員氏名  

 

 

    年   月   日  

 

函館市長  

 

 

 

 

（裏）  

 

 

１  この委員証は，審査会に出席するときは必ず

携帯してください。  

 

２  この委員証を他人に貸与しないでください。  

 

３  この委員証の有効期間は交付日から  

     年   月   日までとします。  

 

（交付日      年   月   日）  

 

 


